
 

授業科⽬ ⾏政法演習 

演習題⽬ ⾏政法理論の検討 

担当教員 鈴⽊ 崇弘 
授業の⽬的 「⾏政法」とは、森羅万象ありとあらゆる政策に関する膨⼤な数の法

令の総称であり、それらは毎⽇のように制定・改廃されている。それに
もかかわらず、⾏政法が全体として統⼀性・整合性を保っているのは、
⾏政法総論（救済法を含む）の理論体系が存在するからである。とはい
え、⾏政法総論の理論体系は未だ完成していない。 以上を踏まえ、こ
の演習で追求する⽬的は以下の三つである。第 1 に、（A）⼀般的な知
識の観点として、⾏政法総論の理論体系の発展過程を追うことにより、
どこにどのような問題があるのかを明らかにすることを⽬的とする。第
2 に（B）専⾨的技能の観点として、（A）で明らかにした問題に対する
改善案を提⽰することを⽬的とする。そして第 3 に、（C）汎⽤的能⼒
の観点として、（B）で新たに築いた理論及び具体的な法令を⽤いること
により、現実における種々の問題を解決する能⼒を涵養することを⽬的
とする。 

履修条件 憲法Ⅰ・Ⅱ、⾏政法Ⅰ（⾏政過程論）を受講すること（単位取得の有
無は問わない）。 新３年⽣は、この演習と並⾏して、前期に開講される
⾏政法Ⅱ（⾏政救済論）を受講することを推奨する。 

教科書・参考書 ⾼⽊光『⾏政法』（有斐閣、2015 年） 
原⽥⼤樹「⾏政法クロニクル」（有斐閣、2019 年） 

授業の計画・内容 以下は、現時点での予定である（参加者の希望を勘案し適宜変更する）。 
【前期】 
第 01 回 オリエンテーション 
第 02 回〜第 13 回 ⾏政作⽤法の主要論点に関する検討 
【後期】 
第 14 回 オリエンテーション 
第 15 回〜第 26 回 ⾏政救済法の主要論点に関する検討 

成績評価の⽅法 ゼミでの発⾔内容等を総合考慮して成績をつける。 
 


